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開 会 の 宣 言 

 

 只今から令和７年７月の定例総会を開催いたします。出席委員は、

１２名中１０名で定足数に達しておりますことをご報告い

たします。  

 

 

 １０時００分開会を宣言する。本日の議事録署名委員は、

２番  青木一巳  委員と、３番  畑中安生  委員にお願いしま

す。会議書記は事務局職員の横川さんにお願いします。次回

の会議について日程説明。  

 

 

 

 

議案第１号  

農地法第３条の規定による許可申請について  

 

 

 議案第１号  農地法第３条の規定による許可申請につい

て、事務局より朗読と説明をお願いします。  

 

 今月の農地法第３条の許可申請は、７件でございます。  

「議案第１号、通り番１から７を、議案書をもとに朗読」  

 

 議 案 第 １ 号 に つ い て 事 務 局 の 朗 読 と 説 明 が 終 わ り ま し

た。地元委員の説明及び意見をお願いします。  

 

 

■通り番１番・２番 

 通り番 1 と２を続けて説明します。  

 まず通り番１ですが、申請地はＪＲ日豊本線の山側で、三

毛門駅から西に 500ｍ先にあります。  

 ■■■■さんは中津市にお住まいですが、今後の管理が

できないということで、■■■■■さんに売り渡すもので

す。■■■さんは現在も農業を営んでいるため管理にも問

題ないと思われます。  

 続いて通り番２ですが、申請地は三毛門の酒スタジアム

ヨコヤマの山側の集落の中に位置しております。  
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 譲渡人の■■■■■■さんは神奈川県にお住まいで管理

ができないとのことから譲受人の■■■■さんに贈与する

とのことです。■■さんは現在も管理をしており、引き続き

管理することに問題はないと思われます。  

 ２件とも関係書類も揃っており、特に問題もありません

のでご審議よろしくお願いします。  

 

 

 

議案第１号の通り番１と２について、地元委員からの説明

が終わりました。地元委員は賛成意見ということで聞いて

おりますが、意見、質問はありませんか。  

 

 無いようでございますので、続きまして通り番３につき

まして、地元委員の説明及び意見をお願いします。  

 

 

■通り番３ 

 通り番３について説明します。  

 申請地は株式会社■■の東側で、２～３か月前に株式会

社■■が、まとめて買った所の端です。  

 譲 渡 人 の ■ ■ ■ ■ さ ん も 耕 作 管 理 で き な い と い う こ と

で、株式会社■■に売買するものです。  

 関係書類も揃っており、特に問題ありませんので、ご審議

よろしくお願いします。  

 

 議案第１号の通り番３について、地元委員からの説明が

終わりました。地元委員は賛成意見ということで聞いてお

りますが、意見、質問はありませんか。  

 

 無いようでございますので、続きまして通り番４につき

まして、地元委員の説明及び意見をお願いします。  

 

 

■通り番４  

 通り番４について説明します。  

 譲渡人の■■■■■さんが高齢により耕作管理すること

ができないということで、■■■■さんに贈与するもので

あります。  
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 申請地は豊前市役所の敷地の東側、京築教育事務所の前  

あたりになります。現在、■■さんが管理している農地の延

長線上にあたります。  

関係書類も揃っており、特に問題もありませんのでご審議

よろしくお願いします。  

 

 議案第１号の通り番４について、地元委員からの説明が

終わりました。地元委員は賛成意見ということで聞いてお

りますが、意見、質問はありませんか。  

 

無いようでございますので、続きまして通り番５につき

まして、地元委員の説明及び意見をお願いします。  

 

 

■通り番５・６  

 通り番５と６について説明します。  

 まず通り番５ですが、譲渡人の■■■■■さんが高齢で

施 設 に 入 所 し て い る た め 耕 作 管 理 が で き な い と い う こ と

で、■■■■さんに売買するということで申請があってお

ります。  

 ■■さんの住所が東京都になっておりますが、既にこち

らに住んでおり、移住するととのことです。本件農地で、サ

ツマイモを耕作しているとのことです。  

 続いて通り番６ですが、営農型太陽光発電設備の一角で、

買い忘れていた案件です。当然、営農型太陽光発電設備の敷

地内ですが、柱が立っている転用が必要な場所ではありま

せん。  

 追認案件ですが関係書類も揃っており、特に問題もあり

ませんのでご審議よろしくお願いします。  

 

 議案第１号の通り番５と６について、地元委員からの説

明が終わりました。地元委員は賛成意見ということで聞い

ておりますが、意見、質問はありませんか。  

 

 質問です。畑で面積が 16 ㎡でありますが、太陽光は立つ

のですか  

 

 現在設置されている太陽光パネルの下で買い漏れていた

所です。  
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 わかりました。  

 

 ほかに意見、質問はありませんか。  

 無いようでございますので、続きまして通り番７につき

まして、地元委員がお休みのため事務局からの説明及び意

見をお願いします。  

 

 

■通り番７  

 通り番７を説明します。  

 申請地についてですが、岩屋公民館を過ぎて枝川内に登

っていく道を入ってすぐの新貝地区の集落の真ん中当たり

に位置します。  

 譲渡人の■■■■■さんの持ち家が申請地のすぐ横にあ

り、登録していた空き家バンクの家とともに本件農地を譲

受人の■■■■さんが買い受けるものです。  

 関係書類についても特に問題ありので、ご審議よろしく

お願いします。  

 

議案第１号の通り番７について、事務局からの説明が終

わりました。地元委員は賛成意見ということで聞いており

ますが、意見、質問はありませんか。  

 

無いようでございますので、議案第１号の農地法第３条

の規定による許可申請については、全て原案通り可決して

よろしいですか。  

 

 異議なし  

 

 全員異議なしとのことですので、議案第１号は、全て原案

通り可決いたします。  
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議案第２号  

農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見

決定ついて  

 

 

 続いて、議案第２号  農地法第４条第１項の規定による

許可申請に対する意見決定について、事務局より朗読と説

明をお願いします。  

 

 今月の農地法第４条第１項の規定による許可申請は、１

件でございます。  

 「議案第２号、通り番１を、議案書をもとに朗読」  

 

 議 案 第 ２ 号 に つ い て 事 務 局 の 朗 読 と 説 明 が 終 わ り ま し

た。通り番１につきまして、地元委員の説明及び意見をお願

いします。  

 

 

■通り番１  

 通り番１について続けて説明します。  

 申請地は大川病院の上に桐迫池がありますが、その土手

の上で申請人の■■さんの自宅の前と横です。そこに農舎

及び駐車場を造るということで申請があっております。  

 関係書類も揃っており、特に問題もありませんので、ご審

議よろしくお願いいたします。  

 

 議案第２号の通り番１について、地元委員からの説明が

終わりました。地元委員は賛成意見ということで聞いてお

りますが、意見、質問はありませんか。  

 

 無いようでございますので、議案第２号の農地法第４条

の規定による許可申請に対する意見決定について、全て原

案通り可決してよろしいですか。  

 

 異議なし  

 

 異議なしとのことですので、議案第２号は、全て原案通り

可決し県に進達いたします。  
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議案第３号  

農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見

決定ついて  

 

 

 続いて、議案第３号  農地法第５条第１項の規定による

許可申請に対する意見決定について、事務局より朗読と説

明をお願いします。  

 

 今月の農地法第５条第１項の規定による許可申後の事業

計画変更申請は、１件でございます。  

 「議案第３号、通り番１を、議案書をもとに朗読」  

 

 議 案 第 ３ 号 に つ い て 事 務 局 の 朗 読 と 説 明 が 終 わ り ま し

た。通り番１につきまして、地元委員の説明及び意見をお願

いします。  

 

 

■通り番１  

 通り番１について説明します。  

 申請地は大村入口、永野マイカーセンターの信号から入

って、三差路に突き当たります。その三差路を左が 150ｍ進

んだ左手にあります。  

 譲受人の■■■■さん自身が営む社会福祉法人の事業で

利用する倉庫と駐車場を設置するということで申請があっ

ております。  

 関係書類も揃っており、特に問題ありませんので、ご審議

よろしくお願いします。  

 

 議案第３号の通り番１について、地元委員からの説明が

終わりました。地元委員は賛成意見ということで聞いてお

りますが、意見、質問はありませんか。  

 

 無いようでございますので、議案第３号の農地法第５条

の規定による許可申請に対する意見決定について、全て原

案通り可決してよろしいですか。  

 

 異議なし  

 

 



議 長  異議なしとのことですので、議案第３号は、全て原案通り

可決し県に進達いたします。  

 

 

 

 

 

 

閉 会 の 宣 言 

 

 

 10 時 20 分閉会を宣言する。  

 

 


